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は じめに

2003年2月25日 に韓国新 大統領が就任 し

た.そ の就任直前の2月21日 にまとめ られ

た大統領職業務引継委員会報告書では,新 大

統領 が今後進 めるべ き国政12大 課題 の一つ

に 「地方分権 と均衡発展」が掲げ られた.そ

してその具体策 として,中 央政府の機能 を地

方に大幅 に委譲するための地方委譲一括法の

制定,地 方財政力拡充のための地方消費税創

設,行 政首都の建設などが盛 り込 まれている.

この ように地方分権 と均衡発展が国政上の

重 要課題 と して浮上 して きた ことの背景 に

は,1991年 に30年 ぶ りに地方議会議員選挙

が,さ らに95年 には首長選挙 も実施 され る

な ど,地 方 自治が復活 して10年 ほ ど経過 し

たものの,必 ず しも十分な成果をあげていな

いこ とがある.例 えば,地 方分権を求める世

論が高揚する重要な契機なった 「地方分権実

現のための全国地域知識人宣言」(2001年9月

3日)は,ソ ウルに著 しく偏 った地域経済格

差の深刻 な実情に警鐘 を鳴 らし,そ して衰退

す る地域経済 を立て直す担 い手たるべ き地方

自治の実情について次のように述べている.

「民主主義が花 開き,地 域発展の牽引車 と

して期待 された地方 自治が実施 されて10年

の歳月が流れた今 日まで,団 体長直選以外 に

はこれ といった成果がない.若 干の行政事務

を中央政府か ら自治 団体 に委任 されてい る

が,そ の決定権は依然 として中央政府が掌握

してお り,わ ずかな執行権を人員と予算の手

だてな く移 したにす ぎない.税 金の大部分 は

国税 として徴 収され,地 方税の比重が非常 に

低 く,大 多数の自治団体の財政 自立度が非常

に低い.地 域発展のためには地域革新 も必要

だが,こ れを推進する人的 ・物的資源は貧弱

なままである」 と.

要するに,首 長の公選 は実施されたものの,

財源 も権限 も貧弱なままで,衰 退する地域経

済を活性化す る役割を 自治体が果たす ことが

で きないでいるというのである.こ のように

指摘 される韓国地方財政の実情は,ど の よう

になっているか.本 稿 ではまず,韓 国地方財

政の特徴 を概観 し,次 いで,歳 入の うち地方

税 と税外収入,及 び性 質別歳出の特質を検証

することに より,韓 国地方財政が内包す る諸

問題について私見を加えることとしたい.

1.韓 国の地方 自治と地方財政

1)地 方自治制度

まず初めに,地 方 自治制度の特徴を概観 し

てお くこととしたい.図1は,韓 国の地方自

治制度を図式化 した ものである.そ の骨格は

市郡 を基礎 自治体,道 を広域 自治体 とす る2

層制 を敷いていることにある.か つては日本

の市町村にあたる市邑面が基礎 自治体であっ

たが,1961年 の軍事 クーデター後に市郡 に広

域化 された.よ く知 られているように,朴 正

煕政権の下で,高 度経済成長をめざす 開発政

策が本格的にすすめ られた.地 方自治制度も

「国家 の経済開発 をは じめ とす る地域開発 を

推進で きる能率的な地方行政体制を確立する

こと」"が 求められたのである.

この軍事クーデターを契機 として,経 済開

発 を進めるために形成された地方自治制の骨

格 は今 日も維持 されている.た だ し,ソ ウル

を 「特別市」,釜 山な ど6市 を 「広域市」(94

年 までは「直轄市」)と 呼ぶ大都市特例制度が

設 けられてお り,そ れは日本の政令指定都市

と次の ような相違がある.第1に,特 別市 ・
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広域市は道 に所属 していないこ とである.な

かで もソウル特別市 は別格 で,自 治体首長の

なかで唯 一,閣 僚 会議 に参加 し,組 織 ・予

算 ・人事 な どにお いて特別な地位 を認め られ

ている.第2に,後 に詳 し く述べる ように,

税源配分が他 の市 とは異 なることである.第

3に,1988年 か ら市内の区に自治権が賦与 さ

れ 「自治区」 と呼 ばれてい ることである.つ

ま り,特 別市 と広域市 に居住 す る住民 にとっ

ての基礎 自治体 は自治区である とい うことで

ある.

2000年 現在の 自治体数 は,1特 別市6広 域

市9道72市91郡69自 治区で ある.周 知の ご

と く,人 口約1億2千 万 人 の 日本 には,約

3000ほ どの基 礎 自治体 がある.こ れ に対 し,

人 口約4千 万 人の韓国の基礎 自治体数 は200

余 りであ り,1自 治体当た りの人口数は,韓

国の方がか な り多い といえる.

2)国 と自治体の財源配分

次いで,国 と自治体 との問で税財源の配分

が どの ようになっているか を概観す るこ とと

しよう.表1は,2003年 度当初予算 にもとづ

く税 財源配分 の状況 をみた ものである.ま ず

税源配分をみる と,国8に 対 して 自治体2と

なっていることがわかる.こ の比率 は,80年

代 は概 ね国9,自 治体1の 割合 であったが,

87年 の民主化宣言以降,地 方税 の比重が急増

し,90年 代 か ら今 日までほぼ8:2の 割合で

推移 している.し か しそれで も,日 本の2003

年度当初予算 の場合,国56。4,自 治体43.6で

あることと比べ る と,韓 国では税源の中央政

府へ の集中が 日本以上に顕著 であ るというべ

きであろう.

そ して国か ら自治 体へ の移転財 源 をみ る

と,ま ず韓 国の地方交付税 の財源総額 は関税

な どを除 く内国税 総額 の15%で あ り,こ の

表 による と,03年 度 は13兆 ウ ォンで国税収

入 の11%ほ どであ る.同 年度地方財政計 画

にもとつ く日本の地方交付税の法定交付額は

国税収 入の約25%で あ り,そ れ と比べ る と
一般財源 としての財政調整規模 は相対 的に小

さい.こ の地方交付税 に国庫補助金な どを加

えた移 転財源 の規模 は約29兆 ウ ォンで,総

国税 収入の約25%と なる,こ れ も同年 度の

日本の地方交付税,国 庫支出金 などの移転財

図1韓 国の地方自治制度

注)[コ は自治体を表している.

広域市 は1994年 まで は直轄市 と称 していた.

区 は人 口50万 以上の市 にのみ設 置.

出所)「 韓国地方行 政史』,91ペ ー ジ,を 参照 して作成.
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表1国 と地方の税収配分比較(2003年 度当初予算)

単位:億 ウ ォ ン

区 分 中 央 政 府 一 般 自治 団体 備 考

①総租税収入 国 税:1,136,152 地 方 税:288,165

80% 20%

②国から地方財政へ 一293
,414 +293,4!4

の移転 地方 交 付 税130,152 地方交 付 税130,152

地 方譲 与 金49,035 地 方譲 与 金49,035

国庫 補 助 金111,074 国庫補 助金111,074

増 額 交 付 金3,153 増 額交 付 金3,153

(含農特) (含農特)

③国から地方教育財 一208
,349 +208,349

政への移転 教 育 交 付 金165,932 教 育交 付 金165,932

教育 譲 与 金40,910 教育譲i与金40,910

教 育 補 助 金1,507 教 育補 助 金1,507

④実質的税源配分 ① 一② ―③634,389 ①+②+③789,928 教育財政を地方に含

(中央政府の立場) 44% 56% めた場合

⑤地方財政から教育 一55
,556

財政への移転 地方教 育税36,688

市 ・道税 転 出18,868

⑥実質的税源配分 国:634,389 自治 団 体:526,023 教 育 庁:263,905

(地方政府の立場) 44% 37% 19%

注)地 方 の教 育財政 支援 は地方 教育税 全額,市 ・道税 の3.6%,た ば こ消 費税の45%(特 別 ・広域市),中 等教 員人

件 費,学 校融 資負担 金な どであ る。 中等教員 人件 費支援 は,ソ ウル100%,釜 山50%,そ の他広 域 市,京 畿

道 は10%で あ る。 教育庁財 政 には授 業料な ど自体収入 は含 まれてい ない。

出 所)。iス19「 ス降 ス月望Pt,i音 潮 堪 矧 亀 。1磐 曽(暑」 墨号 入1三 望 辛 組 層ol司 手 調2003層 頬 刈1u1耳(1)

「x]u
・y甚YLg製 ス1唱 量 碧 里 墨 到.一}A]91一 盈 剰 唱 唱 』2003年4月30口,よ り。

源規模は約40兆 円,総 国税収 入の約75%で

あることと比べ ると小 さい規模 である.

ともあれ,韓 国の税 財源配分 においては,

税 源の中央 政府へ の集中が著 し く,自 治体へ

の財政調整の規模 も,日 本ほ どではないに し

て もかな り大規模 にお こなわれているといえ

る.し か し,こ こで留意 しておかなければな

らないことがある.実 は韓国では,日 本の自

治体財政支出 において大 きな比重を しめてい

る教育 と警察行政が,自 治体行政か ら分離 さ

れてお り,し か も教員 と警察職員はいずれ も

国家公務員 だ とい うこ とであ る.

まず警察行政について は,自 治体の仕事か

ら完全 に除かれてお り,国 家 が直接執行 して

いる.教 育行政について は,広 域 自治体 ご と

に設け られた地方教育機関 によって処理 され

てい る.地 方議会 は,教 育委 員を選出 し,予

算案,使 用料 な どに関す る議 決権は有 してい

るが,そ れ以外のすべての教育事務の議決 と

執行 は地方 教育 機 関の管 掌事務 となって い

る.そ して財政的 にも,地 方教育費特別会計

で運用 されてい る。 その財 源のほ とん どは,

教育交付金 をは じめ中央政府 か らの移転財源

でまかなわれてお り,地 方 自治体の負担分 は

わず かで しか ない。 この教育 交付 金等 を加

味 した財 源配 分 をみ る と,表1に 示 され て

いるよ うに中央 政府 の比 重 は44%と なるの

であ る.

さしあた りここで はまず,韓 国の政府 間財

政関係 の総体的特徴 と して,税 源の中央政府

への偏在が顕著であ り,そ してかな りの規模

での財政調整がお こなわれているとい う日本
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と同様の構造 となってい ることを確 認 してお

きたい.

"
2.tt地 ガ税構造み る韓国地方財政の特質

そこで次に,こ うした総体 的特徴 を自治体

の歳入面か ら確認 してお くとと しよう.表2

は,2000年 度の団体 ごとの歳入決算額の内訳

を,表3は,同 年度地方税収入の比率が最 も

高い自治体 と最 も低 い自治体 を示 した もので

ある.2000年 度 の地 方税 収 は20兆 ウォンほ

どで,総 歳入 の21.4%を しめている.最 大の

比率 を示 しているソウル市です ら48.7%,ソ

ウル市内の 自治 区で最高の値を示 している江

南 区は高額所得者が多 く居住す る自治体であ

るが,そ こです ら45.5%で あることがわかる.

最 も税源が豊 と思 われるソウル市です ら,地

方税 で歳入総額 の半分 しか まか なえていない

ことに,先 に指摘 した税源の中央政府偏在の
一端が現れているといえる.

これが どの ような税源配分に よって もた ら

されているであろ うか.表4は,韓 国と日本

の主要 な税 目の2001年 度 決算 額 をみた もの

である.こ の表か ら,日 本 も韓国 も,国 税は

所得課税 と付加価値税 を基幹税 としている点

は同 じであ るが,自 治体の基幹税 に大 きな違

いがあることがわかる.す なわ ち,日 本の場

合,道 府県の基幹税 は道府県民税 と事業税で

あ り,市 町村 の基幹税 は市町村民税 と固定資

産税 である.こ の ように,日 本では道府県 ・

市町村 ともに基幹税が明確であ り,ま た,そ

の基幹税の うち道府県民税,事 業税,市 町村

民税 はいずれ も所得課税であ り,国 税の所得

税 ・法人税 と課税 基盤が競合 している.

これに対 し韓国では,広 域 自治体の基幹税 は

取得税 ・登録税 といった不動産流通税 となって

いる.な お,2001年 度 より実施された地方教育

税が取得税 とほぼ同 じ税収をあげているが,こ

れは従前の教育税(国 税)の うち地方税に賦課

していた分を転換 したものである2).他 方,基

礎 自治体の場合,住 民税が最 も多 くの比重 を

しめているが,た ば こ消費税 ・自動車税 とい

った間接税,財 産税 ・総合土地税 といった不

動産保有税 も,一 定 の比率 をしめてお り,何

が基幹 的税 目であるかが不明確である とい っ

てよい.

また,こ の表 では明 らかでないが,ソ ウル

特別市 と広域市 の大都市税 源は一般市 とは異

なる.1988年 に区に自治権 が付与 されるまで,

特別市 ・広域市 は,す べての地方税 に対す る

課税権 を有 していたが,88年 に免許税,財 産

税,総 合土 地税,事 業所税 の4税 目が 自治区

税 となった.そ のため,現 行の特別市 ・広域

市税は この4税 目を除 くすべ ての地方税で構

成 される.そ の一方,特 別市 と広域市 は,自

治区 に対 して調整交付金 とい う財政調整の機

能 を果たさなければな らない.

ともあれ,韓 国においては所得課税 と付加

価値税 をほ とん ど国が独 占し,自 治体の税源

は住民税 を除 くと国と税 源が競合 しない税 目

で構 成 されているのであ り,そ の ことが 日本

以上 に中央 政府への税収の偏在が著 しいこと

に反映 され て い るの で あ る.こ れは実 は,

1961年 の軍事 クー デターによって朴正煕政権

が発足 して まもな く制定 された 「国税 と地方

税の調整に関する法律」 により,税 源の競合

が原則 として禁 じられていることに よるもの

であ る.そ の法律 のね らいは 「第1次 経済開

発5力 年計 画を支 えることができる国内財源

調達 を促進 し,一 定水準の財政 自立 を維持す

る」3)こ とにあった.つ ま り,軍 事政権の中

央集権的開発政策 を支え るための税源配分の

名残が,こ うした国への税源 の偏在 をまねい

てい るのである.政 治体制の民主化 が成 し遂

げ られ,地 方 自治が復 活 して10余 年 を経 た

今 日,地 方分権 の一環 と して税源配分の見直

しが求め られるのは,こ うした軍事政権 によ

る開発 政策 を支 える体制 を転換す るこ とにつ

なが るとも言 える.

さらに問題 と思 われ るのは,現 行地方税の

基幹税 目の脆弱 さであ る.ま ず第1に,最 も

多 くの税収 をあげてい る取得税 と登録税の税

収の不安 定 さである.こ の両税 は,日 本では

不動産取 得税 と登録免許税 にほぼ相 当す る.

課税 対象 は,不 動産のみではないが,2001年

度税収実績 をみる と,取 得税 は約4兆 ウォ ン

のうち約3兆3千 億 ウォンを土地 と建物の取

得 によっている.ま た登録税 も約6兆 ウォン
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表22000年 度歳入決算

単 位 百万 ウ オ ン

特 別 ・広 土或市 道 市 郡 自治区 計

地 方 税 9,437,/25 37.1% 4,384,258 22.2% 4,182,868 15.6% 1ρ68β97 7.2% 1.527β66 16.2% 20,600,414 21.4%

税外収入 10,20η15 婆0,2%, 4,633,895 23.4% 12,381,997 46.2% 4,856,581 32.5% 3.221ρ29 34.2% 35βOl,217 36.6%

地方交付税
-

236,504 0.9% ユ,72ユ,30ユ 8.7% 2β77,ユ88 lD.7% 3,526,289 23.6% 67,009 0.7% 8.428291 8.7%

地方譲与税 372,048 1.5% 1β04,763 6.6% 1,078,5/5 4.0% 1,003,550 6.7% 600 0.0% 3,759,476 3.9%

補 助 金 3,040,056 12.0% 6,645,605 33.6% 4,638,630 17.3% 4,037,067 27.0% 2β11,074 24.5% 20,672,432 21.5%

調整交付金 0 0.0% 0 0.0% 974,995 3.6% 213,774 1.4% 2.248599 23.9% 3.437β68 3.6%

地 方 債 2,m,267 8.3% 1ρ95,957 5.5% 654,978 2.4% 233,758 1.6% 38,564 0.4% 4,134,524 4.3%

計 25,404,715 100.0% 19,785,779 100.0% 26,789,171100.0% 14,939,916100.0% 9,414,141 100.0% 96β33,722 100.0%

出所)行 政 自治部 『FY2000地 方 自治 団体 財政分析総合報告書』2002年,326頁

表32000年 度地方税 収の動 向

単 位:百 万 ウ オン

最 高 最 低
平均

団 体 金 額1% 団 体 金 額 %

特 別 ・広域 市 ソ ウル 5,360,465 487 光州 412,799 22.3 37.1

道 京畿 2,493,ll2 43.8 全羅南道 190,600 8.0 222

市 ク ミ 131,654 28ユ ム ン ギ ョ ン 11,735 5.0 15.6

郡 ウル ジ ュ 58,948 34.5 シナ ン 4,528 1.9 7.2

自治区1 ソウル江南区 i38ρ39 45.5 仁川東区 4,999 49 16.2

出所)%は 歳入総 額 に しめ る地 方税の比重 。

出所)表2に 同 じ,59頁e

表4韓 国 ・日本 の 主 要 税 目 と2001年 度 税 収 額

単 位:単 位:億 ウォ ン,億 円

韓 国 日 本

税 目1金 額1% 税 目 ― 金 額1%

国 税 国 税 95乞9281 78.2 国 税 4螂84} 58.4

所 得 税 186,630 15.2 所 得 税 178,065 20.8

法 人 税 169,751 13.9 法 人 税 102,578 12.0

付加価値税 258,347 21ユ 消 費 税 97,671 11.4

地 方 税 道 税 141,328 11.5 道府県税 155,303 18.2

(広域自治体) 取 得 税 37,825 3ユ 道府県民税 43,824 5.1

登 録 税 55,867 4.6 事 業 税 41,018 4.8

地方教育税 34,777 2.8

地 方 税 市 郡 税 125,321 10.2 市町村税 200,185 23.4

(基礎自治体) 住 民 税 35,665 2.9 市町村民税 81,846 9.6

財 産 税 7,632 0.6 固定資産税 90,651 10.6

総合土地税 13,650 1ユ

たばこ消費税 25,086 2.0

自動 車 税 18,894 1.5

注)比 率は総税収 に しめ る割合

出所)韓 国 は 「国税統 計年報2002』 お よび 『地方税 政年鑑2002』, 日本 は 『地 方税 制関係 資料』 よ り作 成.
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の うち4兆3500億 ウォ ンを不動 産登記 に よ

っている.こ うした不動産流通税が大 きな税

収 を上 げてい るのは,韓 国にお ける不動産取

引の活発 さを反映 した もの といえる.し か し

い うまで もな く,こ の両税 は課税対象 となる

物件 の取引や登記がない と課税が発生 しない

とい う不安定性 を内包 している.例 えば,外

国為替危機 を契機 とした不動産不況が深刻に

なった98年 度 の税 収 は,地 方税収全体 では

97年 度 と比べ6.8%の 減収 であ ったの に対

し,取 得税 は25.2%,登 録税 は20.4%も の減

収 となった.こ れは,特 別市 と広域市におけ

る自治区への調整交付金の減収に もつ なが り,

自治区財政運営の困難を招いたのである.

第2は,財 産税 と総合 土地税 における課税

自主権 の制約であ る.韓 国における不動産保

有税は,基 礎 自治体の基幹 的税 目であると同

時 に,土 地住宅政策課税 としての役割 をにな

ってい る.例 えば,土 地保有税 についてみ る

と,総 合土地税の前 身であ る財産税(土 地分)

お よび土地過多保有税 の時代 か ら,用 途別差

別課税 と累進課税 を導入 して きた.つ ま り,

土地 の有効 利用 を促す ための遊休地重課税,

大土地所有者 の負担 を重 くす る ことによる資

産不均衡是正 とい う政策 目的 も追求 されて き

た.そ の流れ を受 け継 いで1990年 に創 設 さ

れた総合土地税 においては.全 国すべての土

地 を名寄せ して累進税 を課す構造 となってい

る4>.し か し,全 国 レベルで名寄せをお こな

い累進税率 を適用す るには,全 国同一の しく

みで税務行 政が執行 されなけれ ばならない.

それは自治体 の課税 自主権 とい う点か らみ る

と,税 率 決 定権 の 喪失 を意 味す る.実 際,

1997年 以降多 くの地方税 には自治体がみずか

ら税率 を決 定で きる 「弾力税 率」 の適用が認

め られたに もかか わ らず,総 合土地税 はその

対象外 となっているのであ る5).

また,こ の両税 について絶 えず問題 となる

のが課税標準額が実勢価格 と比べ て低いこ と

である.そ のため,地 価が高騰すると必ず政

策課題 として浮上す るのが,評 価額 を実勢価

格 に近づけ ること,す なわ ち 「課税標準現実

化」である.例 えば,80年 代末お よび,2001

年後 半か ら02年 にか けて生 じた土地住 宅価

格高騰 に対す る政策 として,や は りこの課税

標準現実化政策 が打 ち出 された.し かしなが

ら 「投機抑制 と貧富格差解消のために不動産保

有税を引 き上げる必要があるが,民 選地方自治

団体長が住民の反対を押 し切 って地方税 を引 き

上げることは難 しい」6/の が実情である.

投機的 な価格 上昇 にあわせて不動産保有税

の負担 を引 き上げ ることに対 し,生 活 レベル

か ら一定の批判が出 るのは必然のこ とといえ

る.そ の調整のため にこそ,自 治体 の課税 自

主権,と くにあ る程度の税率決定権が必要 な

のであるが,全 国 レベルで名寄せ し課税 する

とい う課税構造で は,課 税 自主権 を発揮 する

余地はない.不 動産所 有の実態 を把握するた

め に名寄せ は必要 な作業であるが,課 税のた

めの名寄せ は課税主体である自治体 の行政区

域内に とどめてお くべ きではないだろうか.

3― 繰越金 ど補助 事業

1)税 外収入の特異性

ところで先の表2を み ると,税 外収入が地

方税 を上 回 る比 重 を示 してい る ことが わか

る.韓 国で は一般 に地方税 と税外収入 を 「自

体収入」 と,地 方交付税,地 方譲与金,調 整

交付 金を 「依存収入」 と総称 している.と く

に,歳 入総額 に しめ る自体収入の割合 を 「財

政 自立度」 と呼 び,そ れが高 いほ ど「歳 入徴

収基盤がよいこ とを意味する」7)と して,歳

入面における自治体の財政評価の指針 として

最 も重視 している.

表2か らその財政 自立度をみ ると,特 別 ・

広域市が78.8,自 治区が50.4,市 が61.3と,

都市 的 自治体が高い数値 を示 しているのに対

し,道45.6,郡39.7と 農村的 自治体が相対 的

に低 くなってい ることがわかる.当 然の こと

なが ら,こ の数値が高いほ ど依存収入の比重

が低 くなるので,そ の限 りでは確 かに 「自立」
'し

ている といえる.し か し,そ の「自立」の中

味 をみる と,地 方税 よ りも税外収入 の比重が

大 きく,と くに市郡 自治区 といった基礎 自治

体 においてその傾 向が顕著 であることがわか

る.問 題 は,こ の税 外収入 に毎年大量 に発生

している繰越金 が含 まれていることである.
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そ れが どれ く らいの 規模 であ るかについ

て,2000年 度の歳入 ・歳 出決算 をみた表5で

確認 してお きたい.そ れ によると,全 自治体

で約96兆 ウ ォンの歳 入総額 に対 して歳出 は

75兆 ウォンで,歳 入 の22%に ものぼる21兆

ウォンもの剰余金 が発生 してい ることがわか

る.こ の ような大量 の剰余金の発生 は,2000

年度だけの特殊現象ではない.96年 度以降に

ついてみ ると,96年 度18兆 ウ ォン(歳 入 の

29.5%),97年 度18兆 ウォン(同26.7%),98

年度17兆 ウォン(同20.8%),99年 度19兆 ウ

ォン(同212%)と,毎 年歳入総額の20%を

こえる剰余金が発生 しているのである。

そ して その21兆 ウォ ンの剰 余金の うち13

兆 ウォンが繰越 金で しめ られて いることがわ

かる.こ れは全体 の税外収 入35兆 ウ ォンの

!/3以 上 を しめ て い る の で あ る。 と くに,

市 ・郡 とい った基礎 自治体 にお けるその比率

の高 さが 目につ く。 この ような前年度の使 い

残 しである繰越金 を当該年 度の税外収入に含

め,財 政の 「自立」 を測 る指標 とすることに

は疑問を感 じざるを得 ない 約。 ではこの繰越

金 は何に起因 しているのか。次 に歳出面か ら

その要因を探 るこ ととしたい。

2>歳 出にみる韓国地方財政の脆弱性

韓国において も,歳 出の自治 を縛 る機関委

任事務の廃止な ど,事 務配分の見直 しは長年

重要な課題 となっている。例 えば,金 大中政

権時代には,中 央権 限の大幅 な地方委譲を国

政改革100大 課題 の一つ に設定 し,「 中央行

政権限の地方委譲促進 な どに関する法令」が

制定 され た。そ して99年8月 には大統領直

属機 関 と して地 方委譲 促進 委員会 が発 足 し

た。委員会 は7363件 の委 譲事務 を発掘 し,

うち779件 の事務委譲 が確定 した.し か しそ

の うち,委 譲が完 了 したのは165件 にす ぎな

い.こ うした作 業 に もかか わ らず,地 方 自

治体が処理 して いる1万7300件 ほ どの事務

のうち,約3/4が 機関委任事務 だ といわれて

いるω.

すでにみた ような脆弱 な地方税制 と機関委

任事務が多 くを しめる下で,ど のような歳出

構造を示 しているか.表6は,2000年 度の性

質別歳出決算額 をみた ものである.市 ・郡 ・

自治区 といった基礎 自治体 において人件 費が

相対的 に高い割合 を示 しているが,何 といっ

て も,ど の 自治体 において も公共土木事業 を

意味す る事業費の比重が半分 を超 えてい るこ

とが 目につ く.日 本の都道府県 のように,小

中学校教職員および警察職員 の人件費 を負担

してい ない広域 自治体 において事業費が多 く

の比重 を しめ るの は,あ る程 度予想がつ く.

しか し,こ の表で注 目すべ きは,基 礎 自治体

である市,郡,自 治区 における事業費の しめ

る比重が,そ れぞれ65.7%,70.5%,57.1%

と大 きな比重を しめてい ることであ る。 さら

にこの約47兆 ウォ ンの事 業費 の内訳 をみ る

と,単 独事業 は1/3ほ どの約16兆5千 億 ウォ

ンで,残 りは国庫補助 事業22兆 ウ ォン,地

方譲与 金事業4兆5千 億 ウ ォン.市 ・道補助

事業が4兆 ウォンとなっているので ある.要

するに,韓 国の自治体財政において は,広 域

自治体 ・基礎 自治体 を問わず,人 件費 などの

経常 的支 出の比重が低 く,公 共土木事業 を中

心 と した財政支出構造になってお り,そ の公

共土木事業 も,補 助事業の比重が高 くなって

いるのである。

実 は,歳 出面 に現れた こうした補助事業依

存がすで に述べ た繰越金の大量発生 と密接 に

関わ ってい るのであ る。 この点 について江 原

道春川市の財政資料 にもとつ いて確 認 してお

くこととしたいlo'.

春 川市2002年 度決算書 による と,一 般 会

計の歳入予算額3040億 ウォ ンに対 し決算額

は3743億 ウォン,歳 出予算額3796億 ウ ォン

に対 し決算額 は2773億 ウ オンとなっている.

歳出予算額が歳入予算額 より多いの は前年 度

繰越 金756億 ウ ォ ンを含 め てい るか らで あ

り,繰 越金 を差 し引いた歳入 ・歳出予算額 は

同額 となる.

ともあれ,こ の決算額か らして歳入 決算額

の1/4に ものぼ る970億 ウォ ンの剰 余金が生

じて いる.そ して この うち858億 ウ ォンが翌

年度繰越金 として処理 され ている.表7は,

繰越 金のほ とん どが生 じてい る「社 会開発 費」

と 「経済開発費」におけるその内訳 をみた も

のである。韓国の予算書 においては,日 本 に
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表52000年 度歳入歳出決算

単 位:百 万 ウォ ン

歳入総額

(A)

歳 出 総額

(B)

剰 余 金(A―B)

計 繰越金 純歳計剰余金 補助金使用残額

特珊 広域市

道

市

郡

自治区

25,404,715

19,785,779

26,789,!71

14,939,916

9,414,141

21,430,251

17,107,399

18,565,301

10,742,265

7.220β76

3,974,464

2,678,380

8.223β70

4,197,651

2,193,765

15.6%

13.5%

30.7%

28.1%

23.3%

2.723β46

1,068,153

5,372,010

3,082,349

907,182

1,226,741

1,580,281

2,787,381

1,048,297

1,230,291

24,377

29,946

64,479

67,005

56,292

計 96,333,722 75,065,592 21,268,130 22.1% 13,153,040 7,872,991 242,099

注)剰 余金 の比率 は歳 入総額 に しめ る比重

出所)表2に 同 じ,53頁.

表62000年 度性質別歳出決算

単位 百万ウォン

経常費 うち人件費 事業費 債務償還 その他 計

広域 ・特別市 2.395β47 ll.2% /,031,282 4.8% 11,079,548 5!.7% 1,445,764 6.7% 6,509,592 30.4% 21,430,251

道 1,360,482 8.0% 638,644 3.7% 12,487,058 73.0% 1,236,266 7.2% 2,023,593 11.8% 17.107β99
一

市 4,309,542 23.2% 1,940,994 10.5% 12,198,100 65.7% 1,171,545 6.3% 886,114 4.8% 18,565,301

郡 2,468,144 23.0% 工,187,003 1ユ.0% 7,576,691 70.5% 365,561 3.4% 331,869 3.1% 10,742,265

自治区 2,883,570 39.9% 1,528,554 21.2% 4,126,256 57.1% 41,133 0.6% 169,417 2.3% 7.220β76

計 13,417,085 17.9% 6,326,477 8.4% 47,467,653 63.2% 4,260,269 5.7% 9,920,585 13―2% 75,065,592

出 所)表2に 同 じ,339頁,

表7春 川市におけ る繰越金(2002年 度決算)

単位 万 ウ オン

社会開発費 3,173,619 経済開発費 4,408,322

教育及び文化費 622,959 農水産開発費 579,067

うち事業予算・補助事業 433,574 うち事業予算 補助事業 548,127

保健及生活環境改善費 1,548,626 地域経済開発費 411,635

うち事業予算・補助事業 1,518,626 うち事業予算・補助事業 386,070

社会保障費 385,393 国土資源保存開発費 3,417,620

うち事業予算・補助事業 292,280 うち事業予算・補助事業 2,172,391

住宅及地域社会開発 616,642

うち事業予算・補助事業 199,154

事業予算・補助事業 計 2,443,635 事業予算・補助事業 計 3,106,588

出所)「 春 川市2002会 計年度決算 書』,よ り作成 。
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おいて性 質別経費 を集計す る基準 となる「節」

区分 に相 当す るものは,「 経常予算」(人 件費,

経常 的経費)「 事業予算」(補 助事業,自 体事

業)に 分類 されている.こ の表では,各 項 目

ごとの繰越金の うち,事 業予算の補助事業に

起因す るもの を摘出 している.社 会 開発費の

繰越 金317億 ウォ ンの うち8割 近い244億 ウ

ォンが,ま た経済 開発 費 については441億 ウ

ォンの うちほぼ7割 に相 当する310億 ウォン

が,事 業予算の補助事業 によるものであるこ

とがわかる。

この春川市の実情 は,韓 国の地方財政にお

ける慢性的かつ大量の繰越金 の発生 は,公 共

土木事業の補助事業が歳 出総額 において圧倒

的に多 くの比重 を しめていることと関連 して

いることを示 唆 してい る。

おわ りに

韓国の政府 間財政関係は,中 央政府への税

源偏在が著 しく,大 規模 な財政調整がお こな

われている とい う,日 本 とよく似た様相 を呈

している。

しか しなが ら,日 本 と比べ ると自治体の課

税基盤は きわめて脆弱であった。韓 国の地方

税源 は目本 のように国税 との競合がほ とん ど

ないが,そ れは軍事政権下で税源配分が形成

されて以来,国 が有力な税源 を独占 し続けて

きたことの裏返 しで もあ る。韓国の 自治体数

が 日本の10分 の1ほ どしか ない こ とも,こ

の課税基盤 の脆弱 さと密接 に関わっていると

思われる。

そ して教育 と警察 とい った人件費を多 く要

する公共サ ービスが 自治体 の仕事か らまった

く切 り離 されてい るなか にあって,広 域 自治

体 ・基礎 自治体 を問わず,補 助金に依存 した

公共土木事業が歳 出の圧倒的比重 をしめてお

り,そ のこ とが慢性的かつ大量の繰越金発生

の主 な要因 となっているのである.

冒頭に紹介 した 「知識人宣 言」は,韓 国の

地方 自治 の実情 について,財 源 も権 限 もきわ

めて不十分 な上 に,「 地域 発展のためには地

域革新 も必要 だが,こ れ を推進す る人的 ・物

的資源は貧弱 なまま」 と指摘 している。その

「貧弱」さの一帰結が,上 記の ような財政 シス

テムの下で,多 くの 自治体が主 に補助事 業の

執行機 関に とどま り,慢 性的かつ大 量の繰越

金を発生 させ る事態 につ なが ってい るのでは

ないだろうか.
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